
韓国で高病原性鳥インフルエンザが発生！

２０１６年３月２３日（水）、

韓国京畿道において約4か月ぶり

に高病原性鳥インフルエンザ

（Ｈ５Ｎ８亜型）の発生が確認

されました。

春以降も日本で繁殖する渡り

鳥により本病ウイルスが国内に

侵入する可能性が高い状況と

なっています。本病ウイルスの

農場への侵入を防止するため、

飼養衛生管理基準の遵守を徹底

してください。
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毎週月曜日には、家畜衛生対策の点検を行いましょう!

◆ 畜舎や畜舎周囲の消毒

● 踏込消毒槽の消毒薬は定期的に交換していますか？

● 畜舎内外を定期的に消毒していますか？

● 農場に出入りする車両を消毒していますか？

◆家畜の健康観察

●家畜の食欲や行動を注意深く観察してください。

◆ 野生動物の侵入防止

● 防鳥ネットなどが破れ、野鳥など野生動物が畜舎に侵入していませんか？

● 畜舎周囲に雑草などが生い茂り、野生動物の隠れ家になっていませんか？

● ネズミやハエなどの衛生害虫を駆除していますか？

◆ 点検の記録と保存

●点検した項目は飼養衛生管理チェック表や日誌に記録し、保存しましょう。

◆ 部外者の立入り制限

● 関係者以外の人がみだりに畜舎に入らないように

看板を立てたり、ロープを張ったりしていますか？

● 畜舎に出入りした人や車両を記録していますか？

飼養している家畜に異状がみられた場合には、直ちに獣医師または家畜保健衛生所に連絡し
てください。
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